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　当会は、農業者の協同組織をج൫とした金融機関としてのج本త໋とࣾ会తをՌたしてい͘
ために、経営管理ଶの構ஙを経営の࠷ॏ要՝として位置けるとともに、企業ྙ理および法令等
の遵守、適切なリスク管理そのଞ業務ࣥ行の適正性を確保するための内෦౷制に関するج本方針をࡦ
定しています。内෦౷制に関するج本方針および運用状況の概要は、以下のとおりです。

内部統制基本方針
１ɽ役職員の職務のࣥ行が法令および定に適合することを確保
するための体制

（１）法令等の遵守による経営の݈શ性を確保するため、ྙ理規
ఔ、コンプライアンス・Ϛχϡアル等を定め、役職員が法
令等を֨ݫに遵守し実かつެ正な業務運営を行するこ
とのॏ要性をपపఈする。

（２）理事の法令等遵守状況については、ଞの理事および監事に
よる監ಜをडける。また、契約క݁等छʑの業務行ҝの適
法性の確ೝ・ݕ証を行うため、事લにリーΨルνΣοクを
行う。

（３）コンプライアンスに関して、職員が連བྷ・૬ஊできるコン
プライアンス૬ஊ૭口を各෦にઃ置する。また、職員がෆ
正行ҝ等に関する情報を理事、常ۈ監事等当会所定の૭口
および֎෦の法事務所に௨報できる内෦௨報制度をઃ置
する。

（４）「コンプライアンス・プログラϜŉ を年度ごとにࡦ定し、
コンプライアンスਪਐ・ڭҭݚम活ಈなͲを計ըతに実施
する。

（５）ࣾ会のடং҆શにڴҖを༩えるࣾ会తྗに対しては、
確ݻたる信念をもͬて、ഉআの࢟を࣋ݎする。

２ɽ理事の職務のࣥ行にかかる情報の保ଘおよび管理に関する体制
（１）理事会そのଞのॏ要な会ٞのٞ事、ٞ書等職務のࣥ行

にかかるॏ要なจ書等は、保ଘ期ؒおよび管理ج準を定め
て適切に管理する。

（２）業務の୲当෦ॺは、理事または監事のٻめにԠ͡職務のࣥ
行にかかる情報をӾཡにڙする。

３ɽ損失の危険の管理に関する規ఔそのଞの体制
（１）経営の݈શ性҆શ性をҡ࣋すると同時に҆定తな収益構

を確ཱするために、適切にリスク管理を行うことをॏ要
な経営՝ととらえ、経営としてೝࣝするリスクのछྨ・
定ٛ、リスク管理の組織体制と組み等を定めたリスク管
理のج本方針を制定する。

（２）管理すきリスクを、収益ൃ生をҙ図しಈతに取得する
リスク（信用リスク、ࢢリスク、ྲྀಈ性リスク）とΦペ
Ϩーγϣφル・リスクに分ྨし、各リスクの特性を౿まえ
たリスク管理の方針およびプロηスを定めて管理する。こ
うしたリスクϚωジϝンτを適切に実行するために、リス
ク管理にかかるҙࢥ決定機関、୲当෦ॺをઃ置し、それͧ
れの役ׂを໌確に定ٛして、実施体制をඋする。

（３）छʑのリスクを計ྔ化したうえで、その合計額が自己資本
額のൣғ内に収まるよう、あらか͡め෦ผにリスクΩャ
ϐλルを配ොし、これを上ݶとした運用を行うΤコϊϛο
クΩャϐλルϚωジϝンτの実施により、経営શ体での౷
合తなリスク管理をਐめ、Ұの高度化に取り組Ή。

（４）農協法で規定される経営の݈શ性確保を遵守するため、法
令で定められていた要件にجづき規制資本に関するϚωジ
ϝンτを実施する。

（５）େ規なࡂによるඃࡂ等にࡍし、業務のҡ࣋を図るため
にඞ要なଶを確保する。

４ɽ理事の職務のࣥ行がޮ率తに行Θれることを確保するための
体制

（１）事業計ըを定め、そのਐ状況を定期తに評価する。
（２）理事会のҙࢥ決定をޮ率తに行うため、企ը会ٞ等におい

て常ྫまたはਵ時の経営՝等の理事会のٞ決事項にかか
る原Ҋのݕ౼等を行う。

（３）役職員の職務のࣥ行をޮ率తに行うため、組織体制のඋ
を行い、機構・職制・業務分ঠ等を໌確に定める。

５ɽ当会およびその子法人等における業務の適正を確保するため
の体制

（１）当会の業務の適正を確保するため、子会ࣾ管理規ఔを定める。

（２）当会および子法人等（子会ࣾ管理規ఔに定める子会ࣾおよ
び関連法人等ならびにݝ域の系౷保証機関をいう。以下同
͡。）のԁな業務運営を図るため、当会と子法人等のؒ
において協ٞまたは報ࠂすき事項を定め、子法人等の経
営・業務のࣥ行状況等をѲし、適ٓ指ಋ・ॿݴ・管理・
実績ݕ౼を行う。

６ɽ内෦監査体制
（１）当会の適正な業務運営のࣥ行に資するため、業務ࣥ行෦

からಠཱした内෦監査෦として監査෦をઃ置し、業務運
営શൠにΘたる内෦監査が実ޮతに行Θれることを確保す
るためのଶをඋする。

（２）内෦監査は、当会のશ業務および子会ࣾを対とし、理事
会がঝೝする内෦監査計ըにجづき実施する。

（３）監査෦は、内෦監査ऴྃޙ、内෦監査݁Ռを理事会に報
するとともに、୲当理事は年度内෦監査実施状況を取りࠂ
まとめ経営管理委員会へ報ࠂする。

（４）監査෦は、監事および会計監査人と定期తおよびඞ要に
Ԡ͡てҙݟ・情報ަを行い、連ܞをڧ化する。

７ɽ監事の職務を補ॿすき職員に関する事項および当該職員の
理事からのಠཱ性に関する事項
監事監査業務において、監査෦職員は監事の職務ࣥ行を補ॿ
し、監事の指໋ش令にैい業務を行する。

８ɽ理事および職員が監事に報ࠂするための体制そのଞの監事へ
の報ࠂに関する体制

（１）理事は、当会にஶしい損をٴ΅すおそれのある事実があ
ることをൃݟしたときは、たͩͪに当該事実を監事会に報
。するࠂ

（２）コンプライアンス所管෦は、コンプライアンスの؍から
ॏ要な事実をѲした合またはコンプライアンスଶશ
ൠに関してॏ要な事項がある合には、監事にそのࢫを報
。するࠂ

（３）監査෦は、内෦監査݁Ռを監事に報ࠂし、定期తにҙަݟ
。を行う

（４）主要なٞ書そのଞ業務ࣥ行に関するॏ要な書ྨは、監事
のӾཡにڙする。

９ɽ監事に報ࠂしたものが当該報ࠂをしたことを理༝としてෆ利
な取扱いをडけないことを確保するための体制
適正な目తにより監事へ報ࠂを行ͬた当会の役職員に対し、
当該報ࠂを行ͬたことを理༝としてෆ利な取扱いをडけない
ことを確保することとし、そのࢫをपపఈする。

10ɽ監事の職務ࣥ行について生ずるඅ用にる方針
監事がその職務ࣥ行について生ずるඅ用等をࢧหするため
に、適切な༧算をઃけるとともに、監事がٻするඅ用に
ついて、監事の職務ࣥ行にඞ要でないとೝめられた合をআ
き、そのඅ用をすてෛ୲するものとする。

11ɽそのଞ監事の監査が実ޮతに行Θれることを確保するための
体制
監事監査のॏ要性・有用性をे分ೝࣝし、次のとおり、監事
の監査が実ޮతに行Θれることを確保するための体制をඋ
する。

（１）監事は、理事会および経営管理委員会に出੮する΄か、ॏ要
な会ٞに出੮して、ҙݟをड़ることができるものとする。

（２）代表理事は、監事と定期తにҙަݟを行う。
（３）理事および職員は、監事からのௐ査またはώアリングґཔ

に対して協ྗする。
（４）そのଞ、理事および職員は、監事監査ج準および監事監査

規ఔに定めのある事項をଚॏする。
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گͷదਖ਼Λ֬อ͢ΔͨΊͷମ੍ͷӡ༻ঢ়ۀ
　当会は、法令遵守、リスク管理、子会ࣾ管理、内෦監査の各管理体制について、コンプライアンス委員会、リス
ク管理委員会等の会ٞ体においてਐ管理を行い、適切な内෦౷制の構ங・運用にめており、令和４年度の運用
状況は以下のとおりです。

１．役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　法令等遵守体制については、役職員の行ಈ規ൣ、ྙ理規ఔを定めるとともに、コンプライアンスプログラϜの
ः化に取り組Μでいます。また、ࣾ会తྗとの関ڧम等を行いコンプライアンスଶのݚ定役職員のࡦ
அについては、ࣾ会తྗへの対Ԡ規ఔを定め、ࣾ会తྗのഉআにかかるଶをඋし、その運用状況を
定期తに理事会等へ報ࠂしています。

２．理事の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
　当会は、ॏ要な会ٞ体についてはٞ事の作成保管に対する体制をඋするとともに、จ書管理規ఔをは͡め
とする諸規定を制定のうえ役職員に対しपし情報の管理を確実なものとしています。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当会は、リスク管理ج本方針を定め、業務行から生ずる༷ʑなリスクをѲし、リスク管理委員会、理事会
等で定期తに協ٞ・ݕ౼を行ͬています。また、ࡂ等がൃ生した合でも利用者にج本తαーϏスをܧଓతに
ఏڙできるようJAバンク三ॏ業務ܧଓ要ྖを定めています。

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　事業計ըのਐ状況を理事会等において定期తにݕ౼・協ٞし実ޮ性の上を図ͬています。また、常ۈ理事・
෦により構成される企ը会ٞを、月１ճのස度で開࠵し、ॏ要Ҋ件の報ࠂ等を行い理事のਝな経営அがで
きるような協ٞのとしています。

５．当会およびその子法人等における業務の適正を確保するための体制
　各業務にかかる諸規定を適時適切にݟ直し、業務ϑロー等の管理体制の改善を行い、ޮ率తな業務運営ができ
るようめています。また、子会ࣾ管理規ఔをࡦ定し、子法人等における業務管理体制リスクのѲにめて
います。

６．内部監査体制
　内෦監査規ఔを定め、当会のશ業務にΘたる管理、運営の制度および業務の行状況を内෦౷制の適切性と有
ޮ性の؍からݕ౼・評価しており、その݁Ռについては理事会等へ報ࠂしています。

７．監事の職務を補助すべき職員に関する事項および当該職員の理事からの独立性に関する事項
　監事の職務ࣥ行を補ॿするため、監事監査業務において、監査෦職員は監事の指໋ش令のもと、業務を行ͬて
います。

８．理事および職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制
　理事会理事等により構成される会ٞ体において、監事が出੮し報ࠂをडける体制をえています。また、主
要なٞ書そのଞ業務ࣥ行に関するॏ要な書ྨは、監事のӾཡにڙしています。

９．監事に報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　内෦௨報制度規ఔに、報ࠂしたことを理༝としてෆ利な取扱いをडけないことを໌هしており、役職員にप
しています。

10．監事の職務執行について生ずる費用にかかる方針
　監事の職務ࣥ行について生ずるඅ用については、年度ごとに༧算化する΄か、ݸผにൃ生するՃඅ用につい
てもࢧうこととしています。

11．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　理事と監事は、業務の運営՝等について定期తにҙަݟを行ͬており、内෦監査෦ॺには監事との連ܞ
を指示し、監事監査が実ޮతに行Θれるための体制をඋのうえ運営しています。
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